
　令和元年10月1日より消費税率（国・地方）が8％から10％へ引き上げられましたが、地方消費税交付金の増税分については、
その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとされました。
　令和８年度洞爺湖町一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況については、下記のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 126,000 千円
【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,204,484 千円

（単位：千円）

国道支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障財
源化分）

その他

障がい福祉事業 382,865 286,881 22,000 73,984
高齢者福祉事業 125,892 30,015 21,900 73,977
児童福祉事業 166,607 121,371 13,000 9,009 5,400 17,827

小　計 675,364 408,252 13,000 39,024 49,300 165,788
国民健康保険特別会計（繰出金） 159,000 43,941 20,500 94,559
後期高齢者医療特別会計（繰出金） 80,500 47,989 5,900 26,611
介護保険特別会計（繰出金） 223,711 12,540 5,662 36,700 168,809

小　計 463,211 104,470 0 5,662 63,100 289,979
母子衛生事業 6,816 3,091 23 900 2,802
疾病予防事業 25,843 386 3,033 5,100 17,324
地域医療対策事業 33,250 7,600 25,650

小　計 65,909 3,477 0 3,056 13,600 45,776
1,204,484 516,199 13,000 47,742 126,000 501,543

※1　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の社会保障財源交付金。
※2　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当しています。

社会福祉

社会保険

保健衛生

合　計

Ｒ８年度当初予算　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費
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